
最高裁家一第1 1号

（訟い－2）

平成16年1月23日

高等裁判所長官殿

家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局家庭局長山崎 恒

最高裁判所事務総局総務局長中山隆夫摩

人事訴訟事件の事実の調査において作成する調書その他の文

書の様式，編成等について（通達）

式，編成等について下記のとおり定めましたので， これによ標記の様式，編成等について下記のとおり定めましたので， これによってくださ

い。

記

第1 調書等の様式及び記載方法

1 調書

（1）事実の調査における審問の結果について調書を作成するときは，平成16

年1月23日付け最高裁総三第2号総務局長，民事局長，家庭局長通達「民

事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について」 （以下「民事調書通

達」という。）記第3の6に定める第6号様式により作成する。ただし，事

務の効率的な処理を図るため特に必要な場合には，あらかじめ記載された定

型的な事項の□に認印し，又はしを付する様式，ワードプロセッサによる作

成に便宜な様式等これらと異なる様式によることも差し支えない。

． （2） (1)の調書を作成するときの記載方法については，民事調書通達記第2．及び

記第3の1に準ずる。 ．
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1

なお，裁判官の合議体による場合には第6号様式（調書合議用）を，一人

の裁判官による場合には第6号様式（調書単独用）を使用する。

2事実の調査目録

（1）事実の調査目録の様式は，別紙様式第1のとおりとする。

（2） この目録の記載は，記載事項が生じた都度行う。

第2編成方式

1 編てつ箇所

事実の調査に関する書類は，平成9年7月16日付け最高裁総三第77号事

務総長通達「民事訴訟記録の編成について」 （以下「民事編成通達」という。）

記1の(2)の力の第2分類の証拠申出書群の次に，事実の調査群としてつづり込

む。ただし，事実の調査目録は， この群の冒頭とする。

2事実の調査群

事実の調査に関する次のような書類をその決定等の日付順に，かつ，関連す

る書類ごとに一括して編年体によりつづり込む。

（1）審問関係書類

審問期日指定書，期日請書及び審問調書並びにこれらの関係書類

（2）家庭裁判所調査官による調査関係書類

家庭裁判所調査官に対する調査命令書及び家庭裁判所調査官の調査報告書

並びにこれらの関係書類

（3）嘱託関係書類

嘱託決定書，嘱託書控え及び回答書並びにこれらの関係書類

（4） その他

当事者等から提出された書類等

第3 目録

事実の調査を行った事件記録を他庁に送付する際（記録を他庁に貸し出す場合

を除く。）には，民事編成通達記2の(1)の定めにかかわらず，別紙様式第2によ
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『



り目録を作成する。ただし，事務の効率的な処理を図るために特に必要な場合に

は，ワードプロセッサによる作成に便宜な様式等これらと異なる様式によること

も差し支えない｡

付記

この通達は，人事訴訟法（平成15年法律第109号）の施行の日（平成16年

4月1日）･から実施する。

摩
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(別紙様式第l)

事件の表示 平成 年（ ）第 号

？

吟

(注） 該当する事項のロにしを付する。

事 実 の 調 査 目 録

決定等

年月日
事実の調査方法の表示等

事実の調査の施行

年月日時 結果等
傭 考

● ●

口審問

口原告ロ彼告□

口家庭裁判所調査官による調査

口嘱託

嘱託先

口 ．

● ●

口審問 ．

口原告口被告ロ

ロ家庭裁判所調査官による調査

口嘱托

ロ

嘱託先

● ●

ロ審問

ロ原告ロ被告ロ

口家庭裁判所調査官による鯛査

口嘱託 。

ロ

嘱托先

● ●

口審問

ロ原告口被告ロ

口家庭裁判所調査官による調査

ロ嘱詑 ．

ロ

嘱託先

● ●

口審問

口原告口被告□

口家庭裁判所調査官による調査

ロ嘱託

□

嘱詑先



(別紙様式第2）

『

『

裁判所 (第審） 記録冊数 冊 総丁数 丁

分類名 文書の標目等 初 丁 数 等 備 考

第1分類 調 書 群

判 決 書

訴状（控訴状，上告状）

第2分類

9

目録

書 証

証 人 等

書 証 群

証拠調べ調書群

事実の調査群

第3分類 委任状（ ）


